
千葉県困難な問題を抱える女性支援基本計画 施策進行管理票

当初予算額 決算額 事業の実施結果・実施効果 今後の方向性・検討課題 事業の実施予定 当初予算額

1
困難な問題を抱える若年女性へのアウト
リーチ事業

１　アウト
リーチ等によ
る早期の把握

児童家庭課
　夜間に繁華街等を巡回し、日用品や食品を配布する等
により、若年女性が気軽に立ち寄れる場を提供し、困難
な問題を抱える女性を早期に把握する。

34,900の一部 34,900の一部

　民間支援団体に委託し、繁華街を夜間巡回
し、若年女性等に対し支援の手があることを呼
び掛けた。また、ワンボックスカーで公園など
へ出向き、女性向けに日用品や食品等の必要な
ものや、一時の安心できるスペースの提供等を
行う「ぐるぐるカー」を実施した。
実施実績：千葉市　８回
　　　　　習志野市・船橋市　７回
　　　　　高等学校　８回

　事業を開始したばかりのため、引き続き周知
が必要である。

　事業の実施地域の拡充を図るとともに、事業
に関するカードやリーフレットを市町村等に配
布し、事業の更なる周知を図る。

47,400の一部

2
困難な問題を抱える若年女性への居場所の
提供

２　居場所の
確保

児童家庭課

　アウトリーチで把握した若年女性等が気軽に立ち寄
り、自身の悩み等を話したり、同様の境遇にある他の女
性たちと交流したりできる場を提供し、専門機関への相
談につなげていく。

34,900の一部 34,900の一部

　民間支援団体に委託し、若年女性等が立ち寄
り、相談や飲食、休息等ができる居場所を開設
した。
利用実績：延べ９４人

　事業を開始したばかりのため、引き続き周知
が必要である。

　事業に関するカードやリーフレットを市町村
等に配布し、事業の更なる周知を図る。

47,400の一部

3
様々な困難な問題を抱える女性からの相談
への対応

３　相談支援
男女共同参画センター
女性サポートセンター
保健所

　女性サポートセンター、男女共同参画センター及び各
保健所（健康福祉センター）において、女性相談支援員
等が様々な困難な問題を抱える女性からの相談に応じ
る。

175,706 166,327

【女性サポートセンター】
　女性相談支援員等が様々な困難な問題を抱え
る女性からの相談に応じた。
【男女共同参画センター】
　女性のための一般相談は5358件、カウンセリ
ング346件、法律相談（月1回）28件、こころの
相談（月1回）20件を実施した。内DV関連相談
は、一般相談で783件、カウンセリングで182
件、法律相談27件、こころの相談で12件だっ
た。
【保健所】
　女性相談支援員がＤＶ等の困難な問題を抱え
る女性からの相談に応じた。
相談実績：１，９３３件

【女性サポートセンター】
　今後も継続する。
【男女共同参画センター】
　事業を継続して実施する。既存のDV相談窓口
の案内のみでなく、困難女性支援の新規事業の
周知と併せ、より幅広な女性たちへ相談窓口の
周知を図る。
【保健所】
　今後も継続する。

【女性サポートセンター】
　女性相談支援員等が様々な困難な問題を抱え
る女性からの相談に応じる。
【男女共同参画センター】
　女性のための一般相談及びカウンセリング、
専門相談を引き続き実施する。
【保健所】
　女性相談支援員による困難な問題を抱える女
性のための相談を引き続き実施する。

199,015

4
様々な困難な問題を抱える女性からの相談
への対応

３　相談支援 女性サポートセンター
　女性サポートセンターにおいて、様々な困難な問題を
抱える女性からの電話相談に24 時間365日の体制で応じ
る。

111,596 104,870

　相談専用回線により、様々な困難な問題を抱
える女性からの電話相談に24時間365日の体制で
対応するとともに、必要に応じて地域における
支援サービス等の情報の案内や市町村や警察等
と連携し、一時保護に繋げた。
相談件数：７，３３５件

　今後も継続する。

　相談専用電話により、様々な困難な問題を抱
える女性からの電話相談に24時間365日の体制
で応じ、ご本人の意向を尊重し、寄り添った対
応を行う。

120,628

5
様々な困難な問題を抱える女性からの相談
への対応

３　相談支援 女性サポートセンター
　女性弁護士による法律相談（月2回）、女性精神科医
による心とからだの健康相談（月1回）を実施する。

999 676

　女性弁護士による法律相談（月2回）、女性精
神科医による心とからだの健康相談（月1回）を
実施した。
法律相談：４２件
心とからだの健康相談：０件

　法律相談は今後も継続する。心とからだの健
康相談は実績0が続いていることから、来年度よ
り廃止とする。

　女性弁護士による法律相談（月2回）を実施
する。

682

6
様々な困難な問題を抱える女性からの相談
への対応

３　相談支援 女性サポートセンター
　外国籍の女性に対して、必要に応じて、派遣による通
訳で対応するとともに、市町村等と連携して、適切な支
援を行う。

220 0

　外国籍の女性に対して、必要に応じて、派遣
による通訳で対応できるよう、市町村等と連携
して、適切な支援を行った。
実績件数：０件

　今後も継続する。
　外国籍の女性に対して、必要に応じて、派遣
による通訳で対応するとともに、市町村等と連
携して、適切な支援を行う。

220

7
困難な問題を抱える若年女性のための相談
及び面談

３　相談支援 児童家庭課
　アウトリーチで把握した若年女性等の様々な悩みや直
面する課題に対応するため、電話やメール、ＳＮＳ等に
よる相談や、必要に応じて面談を実施する。

34,900の一部 34,900の一部

　民間支援団体に委託し、女性が様々な悩みや
課題を相談できるＳＮＳ（ＬＩＮＥ）相談窓口
を開設した。
相談実績：２４２件、友だち登録者１６７人

　事業を開始したばかりのため、引き続き周知
が必要である。

　事業に関するカードやリーフレットを市町村
等に配布し、事業の更なる周知を図る。

47,400の一部

8 中核地域生活支援センター事業 ３　相談支援 健康福祉指導課
　児童・高齢者・障害者といった対象者種別にとらわれ
ず、福祉全般にわたる相談に24時間365日体制で応じ、
速やかに適切な機関への連絡調整を行う。

309,295 309,295

　児童・高齢者・障害者といった対象者種別に
とらわれず、福祉全般にわたる相談に24時間365
日体制で応じ、速やかに適切な機関への連絡調
整を行った。
（令和６年度の相談延件数については、現在集
計中）

　引き続き、対象者種別にとらわれず24時間365
日体制で相談に応じ、速やかに適切な機関への
連絡を調整を行う。

　児童・高齢者・障害者といった対象者種別に
とらわれず、福祉全般にわたる相談に24時間
365日体制で応じ、速やかに適切な機関への連
絡調整を行う。

320,748

9
生活困窮者自立支援法による自立相談支援
事業

３　相談支援 健康福祉指導課

　生活困窮者（女性含む）に対して幅広く対応する相談
窓口を設置し、本人の自立までを継続的に支えていく相
談支援や包括的な支援の計画の策定を実施する。 ※県
予算は町村分のみ。市分は市が実施。

43,777 43,777

　生活困窮者（女性含む）に対して幅広く対応
する相談窓口を設置し、本人の自立までを継続
的に支えていく相談支援や包括的な支援の計画
の策定を実施した。

　生活困窮者（女性含む）の状態に応じた包括
的かつ継続的な相談支援等を実施し、困窮状態
から早期に脱却できるよう努めていく。

　引き続き、生活困窮者（女性含む）に対して
幅広く対応する相談窓口を設置し、本人の自立
までを継続的に支えていく相談支援や包括的な
支援の計画の策定を実施する。
※県予算は町村分のみ。市分は市が実施。

49,177

10
いのち支える電話相談事業・いのち支える
ＳＮＳ相談事業

３　相談支援 健康づくり支援課

　こころの不安や自殺に関する相談に対応するため、厚
生労働省が運用する「こころの健康相談統一ダイヤル」
として、専門の相談員が、県民からの当該電話相談に応
じる。また、ＳＮＳを通じて、専門の相談員が、県民か
らの当該相談に応じる。

53,929 26,972

　専門の相談員が、県民からの当該電話相談に
応じた。また、ＳＮＳを通じて、専門の相談員
が、県民からの当該相談に応じた。
電話相談：7,087件　ＳＮＳ相談：2,775件

　引き続き、電話・ＳＮＳ相談の窓口を設置
し、県民からの相談に応じる。

　こころの不安や自殺に関する相談に対応する
ため、厚生労働省が運用する「こころの健康相
談統一ダイヤル」として、専門の相談員が、県
民からの当該電話相談に応じる。また、ＳＮＳ
を通じて、専門の相談員が、県民からの当該相
談に応じる。

53,929

11 にんしんＳＯＳちば ３　相談支援 子育て支援課

　予期しない妊娠など、様々な事情から妊娠出産に不安
や悩みを抱える女性からのＳＯＳに対し、電話やメール
等を活用した相談しやすい環境を整えるとともに、相談
から適切な支援機関につなげることにより、相談者に寄
り添った支援体制の整備を図る。

24,000 23,490

　民間支援団体に委託し、予期しない妊娠など
の様々な不安や悩みに対し、電話、メールに加
え、チャット相談を導入し相談支援を行った。
　また、事業の啓発は県内全高校生や大学生等
を対象としたカード型チラシを配布した。
相談延べ件数：１７７３件
カード配布数：１６７，１２０枚

　１０代、２０代の相談者が７割を占めるた
め、若年層が利用しやすい相談ツールの導入と
して、チャット相談を週３回で導入した。次年
度は、相談の拡充を行いより相談しやすい環境
整備に努める。

　民間支援団体に委託し、予期しない妊娠など
の様々な不安や悩みに対し、電話、メールに加
え、チャット相談を週3日から週5日へ拡大し、
相談の充実に努める。
　また、引続き、事業の啓発は、県内全高校生
や大学生等へカード型チラシを配布し啓発に努
める。

24,000

12 女性のための総合相談 ３　相談支援 男女共同参画センター

　男女共同参画センターにおいて、女性が抱える様々な
悩みや問題に対し、相談者がその人らしく生きていける
ように解決を支援するため、電話相談、面接相談及びカ
ウンセリングを実施する。
　また、弁護士による法律相談（月１回）、精神科医に
よるこころの相談（月１回）を実施する。

17,142 16,886

　女性のための一般相談は5358件、カウンセリ
ング346件、法律相談（月1回）28件、こころの
相談（月1回）20件を実施した。内DV関連相談
は、一般相談で783件、カウンセリングで182
件、法律相談27件、こころの相談で12件だっ
た。

　引き続き、総合相談窓口として潜在するDV相
談に対応する。

　女性のための一般相談及びカウンセリング、
専門相談を引き続き実施する。

19,632

13
性犯罪・性暴力被害者のためのワンストッ
プ支援センターにおける相談

３　相談支援 くらし安全推進課

　性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援セン
ターにおいて、被害者の方の心身の負担軽減と健康回復
をサポートするための電話相談、面接相談、医療支援、
カウンセリング、法律相談などの支援を実施する。

30,332 25,381
　ワンストップ支援センターにおいて、電話相
談、面接相談、医療支援、カウンセリング、法
律相談などの支援を、延べ8,551件実施した。

　相談者の多様なニーズに応じた相談対応がで
きるよう、ワンストップ支援センターの体制強
化のための支援を充実させるよう努める。

　ワンストップ支援センターにおける支援を充
実させるために、カウンセリング費用の拡充、
コーディネーター増員に係る補助の増額を実施
する。

36,867

令和７年度
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14
犯罪被害者等のための総合的対応窓口の設
置及び効果的な活用

３　相談支援 くらし安全推進課

　犯罪被害者等に関する総合的対応窓口を設置するとと
もに、市町村及び県の関係機関の連絡会議を行い、情報
共有や意見交換等を取り入れ、効果的な施策推進を促
す。

508 508

　「市町村犯罪被害者等支援施策担当課長会議
及び県犯罪被害者等相談関係機関連絡会議」を
開催し、県の被害者支援施策の説明や条例制定
市の事例発表等を実施し、犯罪被害者等支援に
対する情報共有を図った。（R6.5.17実施）

　犯罪被害者等が県内のどの市町村に住んでい
ても同様の支援が受けられるよう、犯罪被害者
等支援を目的とした条例に関する情報提供を行
うとともに、関係機関の連携の強化及び職員の
資質向上に努める。

　市町村及び県の相談関係機関の連絡会議を行
い、情報共有や意見交換等を取り入れ、効果的
な施策推進を促す。

508

15 性犯罪被害相談電話（ ♯８１０３）事業 ３　相談支援 県警本部警務課

　性犯罪被害相談電話につながる全国共通番号「♯８１
０３」を開設し、性犯罪被害者等が希望する性別の警察
官が対応する体制の構築を図るなど、性犯罪被害者等が
相談しやすい環境を整備する。

0 0
　性犯罪被害者等が希望する性別の警察官が対
応する体制の構築を図るなど、性犯罪被害者等
が相談しやすい環境の整備を図った。

　引き続き性犯罪被害者等が相談しやすい環境
整備に努める。

　性犯罪被害相談電話につながる全国共通番号
「♯８１０３」等について、各種機会を通じ広
報による周知を図る。

0

16 多様なケースに応じた一時保護 ４　一時保護 女性サポートセンター

　児童を同伴している女性、妊婦、外国籍の女性等、
様々な困難な問題を抱える女性の状況に応じた適切な一
時保護を実施する。また、女性の意向を尊重しつつ、支
援元の市町村や関係機関と連携しながら、就労や転宅等
の支援を行う。

23,233 21,068

　様々な困難な問題を抱える女性とその同伴児
について、状況に応じた適切な一時保護を行
い、女性の意向を尊重し、支援元の市町村や関
係機関と連携しながら、転宅等の支援を実施し
た。
一時保護入所者数：１００人（6年度入所時）
　〃　　退所者数：１０３人（6年度退所時）

　様々な事情により日常生活や社会生活を円滑
に営む上で困難な問題を抱える女性は、依然と
しているため、状況に応じた適切な一時保護を
実施し、女性の意向を尊重し、支援元の市町村
や関係機関と連携しながら、就労や転宅等の支
援を実施する必要がある。

　支援元の市町村や警察と連携し、緊急に保護
することが必要な女性とその同伴する児童の安
全確保及び一時保護を実施する。女性の意向を
尊重し、本人に寄り添った支援を実施してい
く。

24,558

17 一時保護委託の活用 ４　一時保護 女性サポートセンター
　必要に応じ、民間シェルター等への一時保護委託を活
用し、きめ細やかな支援を実施する。

6,880 8,635

　困難な問題を抱える女性の様々な状況や安全
確保に対応するために、社会福祉施設や民間
シェルター等と一時保護委託契約を結び、必要
に応じた一時保護委託実施した。
一時保護委託件数：２８件

　引き続き継続するとともに、多様化するニー
ズに対応可能な特性のある社会福祉施設及び民
間シェルター等の一時保護委託先を確保するた
め、新規受託施設の開拓を行う必要がある。

　困難な問題を抱える女性の様々な状況や安全
確保に対応するために、社会福祉施設及び民間
シェルター等と一時保護委託契約を結び、必要
に応じた一時保護委託契約を行う。HP等により
公募を行い、新たな一時保護委託先候補の情報
収集を行う。

7,141

18 専門相談事業
５　被害回復
支援

再掲 女性サポートセンター
　女性弁護士による法律相談（月2回）、女性精神科医
による心とからだの健康相談（月1回）を実施する。
【再掲】

999 676

　女性弁護士による法律相談（月2回）、女性精
神科医による心とからだの健康相談（月1回）を
実施した。
法律相談：４２件
心とからだの健康相談：０件

　法律相談は今後も継続する。心とからだの健
康相談は実績0が続いていることから、来年度よ
り廃止とする。

　女性弁護士による法律相談（月2回）を実施
する。

682

19
性犯罪・性暴力被害者のためのワンストッ
プ支援センターにおける相談

５　被害回復
支援

再掲 くらし安全推進課

　性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援セン
ターにおいて、被害者の方の心身の負担軽減と健康回復
をサポートするための電話相談、面接相談、医療支援、
カウンセリング、法律相談などの支援を実施する。【再
掲】

30,332 25,381
　ワンストップ支援センターにおいて、電話相
談、面接相談、医療支援、カウンセリング、法
律相談などの支援を、延べ8,551件実施した。

　相談者の多様なニーズに応じた相談対応がで
きるよう、ワンストップ支援センターの体制強
化のための支援を充実させるよう努める。

　ワンストップ支援センターにおける支援を充
実させるために、カウンセリング費用の拡充、
コーディネーター増員に係る補助の増額を実施
する。

36,867

20
警察における総合的な犯罪被害者等支援の
推進

５　被害回復
支援

県警本部警務課

　「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の
支援に関する法律」、「千葉県犯罪被害者等支援条例」
及び「千葉県警察犯罪被害者支援基本計画」に基づき、
犯罪被害者等の立場に立った総合的な支援活動を推進す
る。

7,106 4,724

　犯罪被害者等給付制度や県警における犯罪被
害者等支援を推進するとともに、関係機関と連
携し、犯罪被害者等の心情に配意した総合的な
支援活動を推進した。

　引き続き各種施策を推進し、関係機関と連携
の上、犯罪被害者等の心情に配意した総合的な
支援活動を推進する。

　「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被
害者等の支援に関する法律」、「千葉県犯罪被
害者等支援条例」及び「千葉県警察犯罪被害者
支援基本計画」に基づき、犯罪被害者等の立場
に立った総合的な支援活動を推進する。

7,747

21 保育・教育体制の充実
６　同伴児童
への支援

女性サポートセンター
　保育士や学習指導員を配置し、児童の状況に応じた保
育や学習指導を行う。

0 0

　困難な問題を抱える女性の同伴児を対象とし
て保育士や学習指導員による保育・学習の支援
を行った。
同伴児の数：８３人

　引き続き児童の状況に応じた保育・学習の支
援を行う必要がある。

　必要な保育士や学習指導員の配置を行う。 0

22 心理的ケアの充実
６　同伴児童
への支援

女性サポートセンター

　保育士や学習指導員と連携しながら、専門知識を持つ
職員によるカウンセリングを行うなど、同伴児童の心理
的なケアの充実を図る。また、退所後も支援が円滑に受
けられるよう、支援対象者本人の同意を得た上で、市町
村及び児童相談所等の関係機関に情報提供を行う。

0 0

保育士や学習指導員と連携し、心理判定員によ
るカウンセリングを行い、同伴児童の心理的ケ
アを行った。心理的虐待等が判明した際には、
市町村及び児童相談所等の関係機関に情報提供
を行った。
カウンセリング：４２件
情報提供：４４件

DV被害や親族等からの暴力が起きている家庭で
は、高い確率で子どもへの暴力を行われている
ことがあり、同伴児童の心理的ケアは必要であ
る。

心理的ケアを必要とする同伴児に対し、心理判
定員等の専門知識を持つ職員によるカウンセリ
ングを実施する。

0

23
困難な問題を抱える女性の自立に向けた支
援

７　自立支援
女性サポートセンター
保健所

　女性サポートセンター及び各保健所（健康福祉セン
ター）において、困難な問題を抱える女性の自立に向け
た様々な問題について、本人の意志や状況に応じて必要
な情報を提供し、市町村や関係機関が行う支援につなげ
ていく。

0 0

　困難な問題を抱える女性の自立に向けた様々
な問題について、本人の意向を尊重し、必要な
情報を提供したうえで、市町村や関係機関が行
う支援につなげた。

　困難な問題を抱える女性の自立に向けた様々
な問題について、本人の意向を尊重し、必要な
情報を提供したうえで、市町村や関係機関が行
う支援につなげていく必要がある。

　困難な問題を抱える女性の自立に向けた様々
な問題について、本人の意向を尊重し、必要な
情報を提供したうえで、市町村や関係機関が行
う支援につなげていく。

0

24 就労等の日中活動の支援 ７　自立支援 女性サポートセンター
　就労支援を行っている行政機関や民間支援団体との連
携を図り、本人への求人情報の提供、職業相談の実施や
職業能力開発の支援等につなげる。

0 0
　ハローワークなど就労支援を行っている行政
機関や民間支援団体との連携を図り、本人に対
し求人情報の提供を行った。

　引き続きハローワークなど就労支援を行って
いる行政機関や民間支援団体との連携を図り、
本人の希望に応じて求人情報を提供するなど、
職業相談の実施や職業能力開発の支援等に繋げ
ていく必要がある。

　引き続きハローワークなど就労支援を行って
いる行政機関や民間支援団体との連携を図り、
本人の希望に応じて求人情報を提供するなど、
職業相談の実施や職業能力開発の支援等に繋げ
ていく。

0

25 女性自立支援施設の効果的な活用 ７　自立支援 児童家庭課

　困難な問題を抱える女性の入所・保護、医学的・心理
的な援助、自立の促進のための生活支援を女性自立支援
施設への委託により実施することにより、困難な問題を
抱える女性の福祉の増進を図る。
　また、女性自立支援施設の効果的な活用のため、入所
に係る新たな仕組みづくりについて検討を行う。

149,747 144,839

　中長期的な支援が必要な困難な問題を抱える
女性の入所を委託し、医学的・心理的な援助を
行うとともに、自立の促進のための生活支援を
実施した。
　また、女性サポートセンターによる一時保護
を経ずとも女性自立支援施設に入所できる旨を
市町村等に周知し、活用の促進を図った。
入所実績：４名（新規入所）

　入所者１人１人のニーズに合った支援を行え
るよう努めていく。

　引き続き、女性自立支援施設において適切な
支援を実施するとともに、効果的な活用に向け
た取組を検討していく。

152,998

26 自立支援講座の実施 ７　自立支援 男女共同参画センター
　困難な問題を抱える女性が自分らしい生活を取り戻せ
るよう、法律や就職講座など自立を支援する講座を実施
する。

312 256
　ＤＶ被害者を対象にした自立支援講座を計5回
実施した。
延べ参加者33名

　非公開・少人数制の講座であり申込人数は少
ないが、支援者・同じ経験をした当事者同士の
交流の場となる貴重な機会であることから、引
き続き実施する。

　ＤＶ被害者が自分らしい生活を取り戻せるよ
う法律や就職講座など自立を支援する講座を引
き続き実施する。

312

27
生活困窮者自立支援法による家計改善支援
事業

７　自立支援 健康福祉指導課

　生活困窮者世帯（女性含む）の収支について、家計表
の活用や出納管理の支援など家計の視点から必要な情報
提供やアドバイスなどを行い、家計管理の能力向上を図
り、生活習慣の改善に関する助言等の生活の支援を実施
する。
※県予算は町村分のみ。市分は市が実施。

14,454 14,454

　生活困窮者世帯（女性含む）の収支につい
て、家計表の活用や出納管理の支援など家計の
視点から必要な情報提供やアドバイスなどを行
い、家計管理の能力向上を図り、生活習慣の改
善に関する助言等の生活の支援を実施した。

　利用者１人１人の意欲・意向に沿った生活支
援を行えるよう努めていく。

　引き続き、生活困窮者世帯（女性含む）の収
支について、家計表の活用や出納管理の支援な
ど家計の視点から必要な情報提供やアドバイス
などを行い、家計管理の能力向上を図り、生活
習慣の改善に関する助言等の生活の支援を実施
する。
※県予算は町村分のみ。市分は市が実施。

14,784
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28
生活困窮者自立支援法による就労準備支援
事業

７　自立支援 健康福祉指導課

　直ちに就労することが困難な生活困窮者（女性含む）
に対し、職業訓練や就労体験の場を提供するなど、就労
に向けた支援を実施する。
※県予算は町村分のみ。市分は市が実施。

22,470 22,470
　直ちに就労することが困難な生活困窮者（女
性含む）に対し、職業訓練や就労体験の場を提
供するなど、就労に向けた支援を実施した。

　利用者１人１人の状態・状況に合った就労の
ための準備支援を行えるよう努めていく。

　引き続き、直ちに就労することが困難な生活
困窮者（女性含む）に対し、職業訓練や就労体
験の場を提供するなど、就労に向けた支援を実
施する。
※県予算は町村分のみ。市分は市が実施。

23,028

29
生活困窮者自立支援法による住居確保給付
金

７　自立支援 健康福祉指導課

　離職等により住宅を失った人又は失うおそれのある人
（女性含む）に対して、一定期間家賃相当額を支給す
る。
※県予算は町村分のみ。市分は市が実施。

5,000 982
　離職等により住宅を失った人又は失うおそれ
のある人（女性含む）に対して、一定期間家賃
相当額を支給した。

　令和７年度より、現に賃借して居住する住宅
の家賃を支払うことが困難となった者であっ
て、家計を改善するため新たな住居を確保する
必要があると認められる者（女性含む）に対
し、転居に必要な初期費用として最低限の経費
が支給する制度が新設されたため、引き続き周
知が必要である。

　引き続き、離職等により住宅を失った人又は
失うおそれのある人（女性含む）に対して、一
定期間家賃相当額を支給し、新たに、収入が著
しく減少し、家賃が安い住宅に転居する必要が
ある方に対して、転居に必要な初期費用を支給
する。
※県予算は町村分のみ。市分は市が実施。

10,000

30 生活福祉資金貸付制度 ７　自立支援 健康福祉指導課

　収入の減少や失業等により生活に困窮する世帯（女性
含む）に対し、経済的自立に必要な資金の貸付制度（千
葉県社会福祉協議会が実施）について、相談支援機関と
連携して周知を行うなど、効果的な支援ができるよう努
める。
※県は県社協の事務費に対して補助。

80,066 86,812

　収入の減少や失業等により生活に困窮する世
帯（女性含む）に対し、経済的自立に必要な資
金の貸付制度（千葉県社会福祉協議会が実施）
について、相談支援機関と連携して周知を行っ
た。

　引き続き、生活に困窮する世帯（女性を含
む）が、貸付支援を活用して安定した生活基盤
を築けるよう、県社会福祉協議会に対して事務
費の補助を行っていく。

　収入の減少や失業等により生活に困窮する世
帯（女性含む）に対し、経済的自立に必要な資
金の貸付制度（千葉県社会福祉協議会が実施）
について、相談支援機関と連携して周知を行う
など、効果的な支援ができるよう努める。
※県は県社協の事務費に対して補助。

122,295

31 自立支援医療制度（精神通院） ７　自立支援
障害者福祉推進課
精神保健福祉センター

　精神による疾患で、通院医療が継続的に必要な方の医
療費（薬剤費も含む）の自己負担分を公費で負担する。
　この制度により、対象者の自己負担分は原則１割とな
る。
※申請窓口はお住まいの市町村。

9,245,000 10,205,056

　精神による疾患で、通院医療が継続的に必要
な方の医療費（薬剤費も含む）の自己負担分を
公費で負担した。
年度末時点受給者数(千葉市除く）：96,533人

　引き続き、精神による疾患で、通院医療が必
要な方の医療費（薬剤費も含む）の自己負担分
を公費で負担する。

　精神による疾患で、通院医療が継続的に必要
な方の医療費（薬剤費も含む）の自己負担分を
公費で負担する。
　この制度により、対象者の自己負担分は原則
１割となる。
※申請窓口はお住まいの市町村。

10,589,000

32 県営住宅管理事業 ７　自立支援 住宅課
　困難な問題を抱える女性や、ＤＶ被害者、母子・父子
世帯を含む世帯に対し、県営住宅の応募において優遇措
置を行う。

0 0

　ひとり親世帯及びDV被害者世帯に対し、入居
に係る抽選の際に、球数を１個から２個に増や
し、倍率優遇措置を講じた。

＜ひとり親世帯＞
申込世帯数累計:４３１世帯
入居世帯数累計:１００世帯
※母子・父子世帯の件数を合算

＜DV被害者世帯＞
申込世帯数累計:１７世帯
入居世帯数累計:９世帯

　県営住宅の入居にあたって、ひとり親世帯及
びＤＶ被害者等を一般世帯より優遇する措置を
継続して講じる。

　令和６年度に引き続き、DV被害者や母子・父
子世帯等、生活困窮等の困難な問題を抱える女
性を含む世帯に対し、県営住宅の応募において
優遇措置を行う。

0

33 住宅セーフティネット制度 ７　自立支援 住宅課
　住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅の登録、居住
支援法人の指定を行い、ホームページ等で情報提供を行
う。

0 0

　令和6年度末時点で、住宅確保要配慮者の入居
を拒まない住宅について45,286戸の登録、居住
支援法人について39法人を指定し、ホームペー
ジ等で情報提供を行った。

　引続き、住宅確保要配慮者の入居を拒まない
住宅の登録及び居住支援法人の指定を行い、
ホームページ等での情報提供に努める。

　住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅の登
録、居住支援法人の指定を行い、ホームページ
等で情報提供を行う。

0

34 千葉県すまいづくり協議会居住支援部会 ７　自立支援 住宅課

　「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に
関する法律」第51 条の規定による県の居住支援協議
会。住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の
促進に関し必要な措置について、市町村及び関係団体と
協議を行う。

138 0
　千葉県すまいづくり協議会居住支援部会を開
催し、住宅セーフティネット法に係る情報提供
や意見交換、方策の検討等を行った。

　引続き、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅へ
の円滑な入居の促進に関し必要な措置につい
て、市町村及び関係団体と協議を行う。

　千葉県すまいづくり協議会居住支援部会を通
じて、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円
滑な入居の促進に関し必要な措置について、市
町村及び関係団体と協議を行う。

2,728

35 職務関係者等研修の実施
８　人材の育
成・資質向上

児童家庭課

　女性相談支援センターの職員や女性相談支援員（県、
市町村）、女性自立支援施設の職員、民間支援団体の職
員等を対象に研修会を開催し、専門的知識の習得及び資
質の向上を図る。
・困難な問題を抱える女性の自立支援に必要な法的知識
や就職支援のノウハウについての自立支援スキルアップ
研修を行う。
・困難事例への対応方法などを学ぶロールプレイを含ん
だ実践的な研修を行う。

835 449

　職務関係者に対し、新任女性相談支援員研
修、困難女性・児童虐待新任職員研修、困難女
性・児童虐待担当職員研修、ＤＶ職務担当者専
門研修を開催し、支援に必要な知識や技能の習
得を図った。
　研修回数　１０種２０回
　参加人数　１，３６５人

　女性支援に関する要望の多いテーマを選定
し、より効果的な研修を図るとともに、一人で
も多くの職員が参加できるようにオンラインを
活用した研修を実施していくく。

　引き続き、新任、経験者、専門研修など、対
象者に合わせ業務に必要な知識や技能が身につ
く実践的で効果的な研修を開催していく。

835

36 スーパービジョンの実施
８　人材の育
成・資質向上

男女共同参画センター

　連携する関係機関の相談員等の資質の向上を図るた
め、相談事例の対応方法について相談員間で検討・助言
しあうとともに専門家から助言・指導を受けるスーパー
ビジョンを実施する。

378 376

　外部の専門家を招き、スーパービジョンを年9
回実施した。
（実施月は、令和6年5月から令和7年2月(8月を
除く)）

　開催に係る周知において、連携する関係機
関・相談員へ情報が伝達されるよう、連絡会議
等においてもスーパービジョン開催の周知を図
る。

　連携する関係機関の相談員等の資質の向上を
図るため、相談事例の対応方法について外部の
専門家からの助言・指導を受けるスーパービ
ジョンを実施する。

378

37
犯罪被害者等の施策担当者全体のスキル
アップ

８　人材の育
成・資質向上

くらし安全推進課

　各機関の連携強化と窓口対応職員のスキルアップのた
めの研修会を開催する。犯罪被害当事者の遺族講演や他
機関との意見交換等を取り入れるなど、実践的な内容の
研修とする。

508 508

　「県・市町村相談関係機関職員研修」を開催
し、県及び県警、犯罪被害者支援センターによ
る被害者支援への取り組みの説明を行い、事例
検討を通じ、窓口対応員のスキルアップを図っ
た。（R6.5.29実施）

　犯罪被害者等が県内のどの市町村に住んでい
ても同様の支援が受けられるよう、犯罪被害者
等支援を目的とした条例に関する情報提供を行
うとともに、関係機関の連携の強化及び職員の
資質向上に努める。

　各機関の連携強化と窓口対応職員のスキル
アップのための研修会を開催する。他機関との
意見交換等を取り入れるなど、実践的な内容の
研修とする。

508

38 相談及び面談事業の広報
９　教育・啓
発

児童家庭課

　困難な問題を抱える女性のための相談及び面談事業に
ついて、県ホームページや公式ＳＮＳ、県民だより等の
広報媒体により周知するとともに、県内市町村に対して
も広報の実施について呼び掛ける。
　また、中核地域生活支援センターや民間シェルター、
母子生活支援施設等が参加する県主催会議等で周知を行
い、それらの団体に対しても広報の実施について呼び掛
ける。
　自ら助けを求めづらい外国籍の女性に対しても、相談
窓口を周知する。

0 0

　困難な問題を抱える女性のための相談及び面
談事業について、県ホームページや千葉県公報
Ⅹ、県民だより等の広報媒体により周知すると
ともに、県内市町村等に対しても周知を行っ
た。
　また、中核地域生活支援センターや民間シェ
ルター、母子生活支援施設等が参加する県主催
会議等で周知った。

　事業を開始したばかりのため、引き続き周知
が必要である。

　事業の活用を促進するため、引き続き様々な
媒体で広報を行っていく。

0
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39 心のバリアフリー推進事業
９　教育・啓
発

健康福祉政策課

・すべての人が自分らしい生き方のできる社会を実現
し、差別意識や偏見をもたない“心のバリアフリー”を
達成するための人権啓発の一環として、県の人権施策や
相談窓口を掲載した人権啓発パンフレットを作成し、配
布する。
・「ユニバーサル社会」を実現させるため、性的少数者
等の人権に関して、講演会、研修会等を行い、重点的な
啓発を実施する。
・ＬＧＢＴなど性的少数者への対応など新たな人権問題
に関する相談に的確に対応するため、県や市町村等の行
政職員を対象とした研修会を実施する。
・子どもの人権をめぐる問題は複雑化・深刻化してお
り、更なる啓発が求められることから、県や市町村等の
行政職員を対象とした研修会を実施する。

17,719 10,173

主な事業
１　啓発資料の作成
　　内容：啓発用リーフレット　3,000部
　　　　　人権問題講師紹介事業案内冊子
　　　　　　　　　　　　　　　3,000部
　　配布先：県内小・中・高等学校 等

２　人権ユニバーサル事業
　　【テーマ】性的マイノリティ
　　日時：令和6年11月9日
　　参加者数：53人
　　アーカイブ配信：
　　　　令和6年11月24日～令和6年12月25日
　　動画再生数：107回
　　【テーマ】障害のある人
　　日時：令和7年2月14日
　　参加者数：450人
　　【テーマ】障害のある人
　　日時：令和7年2月16日
　　参加者数：90人

３　LGBTの方への理解を深める研修会
　　日時：令和7年2月1日～2月28日
　（県公式YouTubeチャンネルにて動画配信）
　　動画再生数：360回

４　子どもの人権に関する研修会
　　日時：令和7年2月1日～2月28日
　（県公式YouTubeチャンネルにて動画配信）
　　動画再生数：370回

　引き続き、アンケート結果等を参考に、県民
の人権意識が高まり、人権への理解が深まるよ
うに、より効果的な人権啓発活動を実施してい
く。

主な事業
・啓発資料の作成
・人権ユニバーサル事業
・子どもの人権研修会

13,668

40 学校人権教育研究協議会の開催
９　教育・啓
発

教育庁児童生徒安全課

　県内の公立幼稚園、認定こども園、小学校、中学校、
義務教育学校、高等学校における人権教育に関する諸問
題について、研究協議を行い、人権教育の推進、充実を
図る。

337 180

　県内の公立幼稚園、認定こども園、小学校、
中学校、義務教育学校、高等学校における人権
教育に関する諸問題について、研究協議を行
い、人権教育の推進、充実を図る効果があっ
た。

　今後も学校間や家庭、地域、関係公共機関等
との連携を通じ効果的な取組を目指す。

　県内の公立幼稚園、認定こども園、小学校、
中学校、義務教育学校、高等学校における人権
教育に関する諸問題について、研究協議を行
い、人権教育の推進、充実を図る。

341


